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我が国の⾃殺の現状と対策 

●我が国における年間⾃殺者数の推移 

平成 10 年以降、14 年連続して⽇本国内の⾃殺者数が 3 万⼈を超える状態が続いて
いましたが、平成 24 年に 15 年ぶりに 3 万⼈を下回りました。また、平成 22 年以降
は 10 年連続の減少となり、平成 30 年は 2 万 840 ⼈で昭和 56 年以来 37 年ぶりに 2
万 1,000 ⼈を下回りました。しかしながら、新型コロナウイルスの感染拡⼤が深刻化
した 令和 2 年は、前年より 912 ⼈多い 2 万 1,018 ⼈となり、11 年ぶりに増加に転じ
ました。令和 4 年では、男性の⾃殺者数が 13 年ぶりの増加、⼥性の⾃殺者数は 3 年
連続の増加と、依然として深刻な状況が続いています。また、⾃殺死亡率（⼈⼝ 10 万
⼈当たりの⾃殺者数）は主要先進 7カ国の中で最も⾼くなっています。 

 
⾃殺者数の推移 

 

資料：警察庁⾃殺統計より厚⽣労働省⾃殺対策推進室作成 
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先進主要 7 カ国（G7）の⾃殺死亡率 

 

資料：令和 5 年版⾃殺対策⽩書 
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●死因順位別にみた年齢階級及び性別の死亡者数・死亡率・構成割合（令和 3 年） 

年代別の死因順位をみると、10〜39 歳の各年代の死因の第 1位は⾃殺となっていま
す。男⼥別にみると、男性では 10〜44歳において死因順位の第 1位が⾃殺となって
おり、⼥性でも 10〜34歳で死因の第 1位が⾃殺となっています。 

死因順位別にみた年齢階級及び性別の死亡者数、死亡率、構成割合（令和 3 年） 

 

※「死亡率」とは、⼈⼝ 10 万⼈当たりの死亡者をいう。また、死因順位の分類は⼈⼝動態統計と同様、死因簡単分類表を⽤い

た。 

資料：令和 5 年版⾃殺対策⽩書 
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●年齢階級別⾃殺死亡率の推移 

我が国の年代別の⾃殺死亡率をみると、40〜60代はピーク時から⼤幅に低下してき
ています。⼀⽅、20歳未満は平成 10 年以降ほぼ横ばいが続き、近年は微増傾向にあ
ります。20代と 30代は低下傾向にあるものの、40〜60代に⽐べると減少率は⼩さく
なっています。男⼥別にみると、近年は 20代〜40代の⼥性の⾃殺死亡率の上昇が⼤
きくなっています。 

 

※平成 18 年までは 60 歳以上の年齢階級を「60 歳〜」として計上しているが、平成 19 年の⾃殺統計原票改正以降は、「60〜

69 歳」「70〜79 歳」及び 「80 歳〜」と細分化して計上している。また、「〜19 歳」をここでは「〜9 歳」と「10〜19 歳」に

細分化して計上している。 

資料：令和 5 年版⾃殺対策⽩書 
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●原因・動機別の⾃殺者数の年次推移 

⾃殺の原因・動機は個別にみると、健康問題、経済・⽣活問題、家庭問題、勤務問
題の順に多くなっています。 

 

資料：令和 5 年版⾃殺対策⽩書 
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なお、前提として⾃殺の多くは多様かつ複合的な原因および背景を有しており、さ
まざまな要因が連鎖する中で起きています。 
（例えば「経済・⽣活問題」や「家庭問題」等、他の問題が深刻化する中で、これら
と連鎖して、うつ病等の「健康問題」が⽣ずる等） 
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●⾃殺対策の経緯 

⾃殺は、かつては「個⼈の問題」と認識されがちでしたが、平成 18 年 10 ⽉に⾃殺
対策基本法が施⾏されて以降、広く「社会の問題」と認識されるようになり、国を挙
げて⾃殺対策が総合的に推進されるようになりました。平成 28 年には基本法が改正さ
れて、「誰も⾃殺に追い込まれることのない社会の実現」を⽬指すために、全ての都道
府県および市町村が⾃殺対策計画を策定することになる（地域⾃殺対策計画策定の義
務化）など、時代の状況に応じて、我が国の⾃殺対策は⼤きく変化し続けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⾃殺対策の経緯 

 

平成 8 年   WHO「⾃殺予防のためのガイドライン」 公表 

平成 12 年  「健康⽇本 21」の中で⾃殺予防に取り組む 

平成 18 年  「⾃殺対策基本法」 成⽴ 

平成 19年  内閣府⾃殺対策推進室設置 「⾃殺総合対策⼤綱」 閣議決定 

平成 21 年  第⼀次補正予算において「地域⾃殺対策緊急強化基⾦」100億円を
造成 

平成 23 年  官⺠が協働して⾃殺対策を⼀層推進するための特命チーム設置 

平成 24 年  「第 2次⾃殺総合対策⼤綱」 閣議決定 

平成 28 年  「⾃殺対策基本法」の改正 ⾃治体での⾃殺対策計画の策定が義務
化 

平成 29年  「第 3次⾃殺総合対策⼤綱」 閣議決定 

平成 31 年  ⾃殺対策の中核を担う「指定調査研究等法⼈」の新法が制定 

令和 4 年   「第 4次⾃殺総合対策⼤綱」 閣議決定 

令和 5 年   「こどもの⾃殺対策緊急強化プラン」の公表 
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●近年の取り組み（第 4次⾃殺総合対策⼤綱の概要、こどもの⾃殺対策緊急強化プラ
ン） 
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ゲートキーパーとは 
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ゲートキーパーとは 

ゲートキーパーとは、悩んでいる⼈に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な⽀援
につなげ、⾒守る⼈のことです。 

悩みを抱えた⼈は、「⼈に悩みを⾔えない」、「どこに相談に⾏ったらよいかわからな
い」、「どのように解決したらよいかわからない」等の状況に陥ることがあります。悩
みを抱えた⼈を⽀援するために、周囲の⼈々がゲートキーパーとして活動することが
必要です。 

⾃殺対策におけるゲートキーパーの役割は、⼼理社会的問題や⽣活上の問題、健康
上の問題を抱えている⼈や、⾃殺の危険を抱えた⼈々に気づき適切に関わることで
す。 

 

上記 4 つの役割のうち、どれかひとつができるだけでも、悩んでいる⽅にとっては
⼤きな⽀えになります。 

 

ゲートキーパー養成のプログラムを実施することは、世界各国で効果的な⾃殺対策
のひとつとして取り組まれています。 

⾃殺総合対策⼤綱(令和 4 年 10 ⽉ 14 ⽇閣議決定)の中でも、⾃殺の危険性が⾼い⼈
の早期発⾒、早期対応を図るため、⾃殺の危険を⽰すサインに気づき、適切な対応を
図ることができる「ゲートキーパー」の役割を担う⼈材等を養成することを⽬標に掲
げています。 
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ゲートキーパーに求められる役割は、それぞれの領域によって多少異なります。
（図） 

 

地域のかかりつけの医師、保健師等をはじめとする精神保健福祉従事者、⾏政等の
相談窓⼝職員、関係機関職員、⺠⽣委員・児童委員や保健推進委員、ボランティアな
ど、さまざまな⼈たちがゲートキーパーの役割を担うことが期待されています。 

本テキストでは、ゲートキーパーとして対応する際に役⽴つような研修内容を紹介
しています。 
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⾃殺を考える⼈の⼼理や状態 
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⾃殺を考えている⼈の⼼理や状態 

⾃殺の危険を抱えている⼈を⽀援する時には、本⼈と⽀援者⾃⾝の⾝の安全を確保
した上で、傾聴することが⼤切です。そして、悩む⼈のことを理解しようとする時に
は、⾃殺を考えている⼈の⼼理を知ることが重要です。以下に⾃殺に追い詰められる
際に認められる⼼理や状態を挙げています。それぞれの状況で、全てが認められる場
合もあれば、この中のいくつかの⼼理が認められる場合もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⾃殺を考えている⼈の⼼理や状態 

①絶望感：「もうどうすることもできない」と絶望する気持ち。 

②孤⽴：客観的に、社会的に他者とのつながりが途絶えてしまう状態。 

③孤独感：「誰も助けてくれない」、「⾃分はひとりきりだ」と孤独を感じる気持ち。 

④悲嘆：「悲しい」と思う気持ち。 

⑤焦燥感：「今すぐに何とかしないといけない」と焦る気持ち。 

⑥衝動性：切迫して、すぐさま⾃殺⾏動や危険⾏動をしかねない状態。 

⑦強い苦痛感：「苦しい」、「⾟い」と思う気持ち。 

⑧無価値感：「⽣きる価値がない」、「⽣きる意味がない」、「⾃分なんかいない⽅がいい」

と⾃分に価値がないと感じる気持ち。 

⑨怒り：他者や社会に対して強い憤りを感じる気持ち。 

⑩投影：⾃分の感じている気持ちを、まるで相⼿が感じているかのように考える。相⼿

は本⼈が悪いとは思っていないのにも関わらず、「どうせ私が悪いって思っているんでし

ょ」と考える等。 

⑪柔軟性のない考え⽅：「⾃殺以外に解決法はない」、「問題は解決できない」など、幅広

い視点で考えるのが難しくなる状態。 

⑫否認：現実のことを認めることができない状態。 

⑬将来の希望がないという⾒通しのなさ：「どんなことをしても何も変わらない」、「この

⾟さはいつまでも続く」と考えること。 

⑭諦め：「もうどうなってもかまわない」、「もうどうすることもできない」と諦めてしま

うこと。 

⑮解離：普段の意識状態ではなくなり、今ある現実と考えや気持ちに断絶が起きている

状態。「何をしたのか覚えていない」、「周りの状態に対して現実感がない」等。 

⑯両価性：「⽣きたい」気持ちと、「死ぬしかない」気持ちをゆれうごく状態。 

⑰⾃殺念慮：「死にたい」、「この世からいなくなりたい」など⾃殺するしか解決する⽅法

はないという考え。 
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時に⾃殺の危険性がある⼈が、「助けてくれなくていい」、「誰も信じられない」、「お
前に何がわかる」、「…（無⾔）」、「死なせてくれ」と話し、援助を拒否することがあり
ます。 

しかし、⽀援者は、⾃殺を考えている⼈の背景にこのような⼼理状態がある可能性
を踏まえて対応することが⼤切です。 
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⾃殺の危険因⼦と防御因⼦ 
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⾃殺の危険因⼦と防御因⼦ 

⾃殺の危険因⼦と防御因⼦を確認することは、⾃殺の危険を判断するのに役⽴ちま
す。 

●危険因⼦（⾃殺につながりやすい因⼦） 

・過去の⾃殺企図、⾃傷歴 
 
・喪失体験 
 ⾝近な者との死別体験など 

・苦痛な体験 
いじめ、学業不振、家庭問題など 

・職業問題、経済問題、⽣活問題 
失業、リストラ、多重債務、出産前後の⼼⾝不調、⽣活苦、⽣活への困難感、不安
定な⽇常⽣活、⽣活上のストレスなど 

・精神疾患、⾝体疾患の罹患およびそれらに対する悩み 
うつ病など精神疾患や、⾝体疾患での病苦など 

・ソーシャルサポートの⽋如 
⽀援者がいない、社会制度が活⽤できないなど 

・⾃殺企図⼿段への容易なアクセス 
危険な⼿段を⼿にしている、危険な⾏動に及びやすい環境があるなど 

・⾃殺につながりやすい⼼理状態 
⾃殺念慮、絶望感、衝動性、孤⽴感、悲嘆、諦め、不信感など 
（参照：本テキスト「⾃殺を考えている⼈の⼼理」） 

・望ましくない対処⾏動 
飲酒で紛らわす、薬物を乱⽤するなど 

・危険⾏動 
道路に⾶び出す、⾶び降りようとする、⾃暴⾃棄な⾏動をとるなど 

・その他 
⾃殺の家族歴、本⼈・家族・周囲から確認される危険性など 
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●防御因⼦（⾃殺を防ぐ因⼦） 

・⼼⾝の健康 
⼼⾝ともに健康であること 

・安定した社会⽣活 
良好な家族・対⼈関係、充実した⽣活、経済状況、地域のつながりなど 

・利⽤可能な社会制度 
社会制度や法律的対応など本⼈が利⽤できる制度があること 

・医療や福祉などのサービス 
医療や福祉サービスを活⽤していること 

・適切な対処⾏動 
信頼できる⼈に相談するなど 

・周囲の理解 
本⼈を理解する⼈がいる、偏⾒をもって扱われないなど 

・⽀援者の存在 
本⼈を⽀援してくれる⼈がいたり、⽀援組織があること 

・その他 
本⼈・家族・周囲が頼りにしているもの、本⼈の⽀えになるようなものがあるなど 
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ゲートキーパーとしての⼼得 
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ゲートキーパーとしての⼼得 

・⾃ら相⼿と関わるための⼼の準備をする 

「今から相⼿の話を聴く」という⼼の準備をすることが⼤切です。⼼の準備ができ
ていないと、相⼿の話に動揺したり、拒絶したりというような不適切な対応をとって
しまう場合も少なくありません。 

 

・温かみのある対応をする 

悩みを抱えている⼈は苦労を抱え、⾟い状況に陥っているため、穏やかで温かみの
ある対応が原則です。温かみのある対応は困難を抱えている⼈の⼤きな⽀援になりま
す。 

 

・真剣に聴いているという姿勢を相⼿に伝える 

相⼿にしっかりと向きあう、相⼿の話に相づちをうつ、などこちらが真剣に聴いて
いるという姿勢が相⼿に伝わることが⼤切です。相⼿は⽀援者の聴く姿勢により、悩
みを話すことが促され、安⼼して悩みを話すことができるようになります。 

 

・相⼿の話を聴く 

最初に話を聴く場合には、相⼿が体験したことや考えていること、感じていること
を⼗分に聴きましょう。正しいかどうか、良いか悪いかを判断したり、批判はしない
ようにしましょう。「話を聴くだけでは何もならない」と感じる⽀援者もいますが、傾
聴は危機にある⼈への最⼤の⽀援です。「話を聴いてもらうだけで安⼼した」とおっし
ゃる⽅も多いです。 

 

・ねぎらう 

話をしてくれること、死にたい気持ちを打ち明けてくれたことをねぎらうとよいで
しょう。また、たとえ本⼈の失敗から⾄った困難でも、これまで苦労してきたことを
ねぎらうことが⼤切です。 
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・⼼配していることを伝える 

悩んでいる状況を無視せずに、相⼿の状況を⼼配していることを伝えましょう。 

 

・わかりやすく、かつ、ゆっくりと話をする 

悩んでいる⼈には、⾊々な感情が沸き起こるため、⼀度にまくしたてるような話は
理解できず、受け⽌められない場合があります。穏やかな態度で、普段話すスピード
の半分くらいのつもりで話すことが⼤切です。また、相⼿の反応を⾒ながら、⼀⾔⼀
⾔話すことも必要です。 

 

・⼀緒に考えることが⽀援 

ひとりで悩みを抱えている⼈は、孤独感や絶望感を感じているため、⽀援者が話を
よく聴き、⼀緒に悩み、考えること⾃体が⽀援になります。⽀援者の中には、「⾃分は
⽀援など何もできない」と思う⽅もいらっしゃいますが、⼀緒に考えてくれる⼈がい
ることは、孤⽴を防ぎ、安⼼を与えます。 

 

・準備やスキルアップも⼤切 

⽇頃から⾃殺対策や相談窓⼝のリーフレットを持参したり、スキルアップの研修を
受けたり、新聞等のニュースに関⼼を払っていることなどは、いざ対応する、という
場⾯で役⽴ちます。問題の解決に⽇頃得ている情報が役⽴つ場合があります。 

 
・⾃分が相談にのって困ったときのつなぎ先を知っておく 

全ての問題を解決できる⽀援者はいません。どこに相談したらよいか、地域の相談
窓⼝等を事前に確認しておくとよいでしょう。 
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・ゲートキーパー⾃⾝の健康管理、悩み相談も⼤切 

⽀援者⾃⾝が安⼼して暮らせることも⼤切です。また、⽇頃から健康⾯にも注意を
払いましょう。セルフケアとして、休養や⽇頃のストレス対処も⼤切です。⾃らが困
ったときには信頼できる⼈に相談しましょう。  
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コラム① 

「⾃殺対策のためのゲートキーパー」 
岩⼿医科⼤学医学部 神経精神科学講座/災害・地域精神医学講座 教授 ⼤塚耕太郎 

 

（⾃殺対策におけるゲートキーパー養成の取り組みの重要性） 

⾃殺対策における「ゲートキーパー(gatekeeper⾨番)」とは、精神科医療機関や法
律的機関など専⾨性のある機関よりも専⾨性の強度の低いレベルの階層の⽀援で、⾃
殺の危険性がある者への対応を⾏う役割を担っています。 

WHOでも，⾃殺対策としてゲートキーパー対象の研修プログラムを提供すること
は，⾃殺の危険性がある者や未遂者，犯罪の被害者等に関わるような最前線の医師や
他の専⾨家（保健医療従事者，⼀般医，軍隊，メディア，教師など）の知識やスキル
のレベルアップに必要不可⽋であることを強調してきました。そして、WHOでは，
ゲートキーパー対策はベストプラクティスのひとつであることを提唱してきました。
⽇本は世界でも⾃殺率の⾼い国として知られており，⾃殺対策は国⺠的課題であり、
ゲートキーパー戦略にも国家的に取り組んでいます。 

 

（ゴットランド島における⼀般医への介⼊）  

 ゲートキーパー関連の対策として代表的な取り組みは、Rutz,W によるスウェーデ
ンの⾃殺多発地域、⼈⼝ 5 万 8千⼈の都市ゴットランドで⾏われた⼀般医 general 
practitioners（GPs）に対するうつ病教育活動です。 

Rutzは、うつ病関連の罹患率と⾃殺死亡率を抑⽌するための最も重要なストラテジ
ーは，GPsがうつ病を診断し，治療できるようになることであると主張しています
1）。ゴットランドでは、GPsに対する教育は、情報提供・グループワーク・ケースレ
ポート・個⼈的な経験の共有など複合的なプログラムで構成されており、その結果、
うつ状態の患者に対する知識や理解の向上・⾃殺のリスクの評価の向上・診断,治療,フ
ォローアップの能⼒の向上など多くの成果が得られ、活動の 2 年後にはうつ病でゴッ
トランドを離れる⼈や精神医療施設に⼊院する⼈は減少しました。そして、ゴットラ
ンドとスウェーデンではそれまでに観察された中で最も低い⾃殺率を記録しました。 
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（⽇本のゲートキーパー養成の推進体制） 

⽇本ではゲートキーパー戦略として、⾃殺対策基本法および⾃殺総合対策⼤綱にお
いてもゲートキーパーの養成などを重要課題としてきました。国家的ゲートキーパー
養成の推進として、⾃殺対策推進室でのゲートキーパー養成研修プログラムの開発と
普及が求められました。始まりとして、2010 年度から 2012 年度にかけて⼤塚が協⼒
した⾃殺対策ゲートキーパー養成研修⽤テキストとその視覚教材は、内閣府⾃殺対策
推進室（現在は厚⽣労働省）ホームページ等で⾏政のみならず、国⺠だれもが活⽤で
きる体制となって、普及を図ってきました。 

現在ではさまざまな領域で⾃殺対策の⼀環としてゲートキーパー養成が試みられて
います。また、2023 年からは厚⽣労働⼤⾂指定法⼈・⼀般社団法⼈いのち⽀える⾃殺
対策推進センター（JSCP）より、⾃治体職員向けゲートキーパー研修 eラーニング
が提供されています。また、2022 年に新設された診療報酬制度の⼼の連携指導料
（Ⅰ）は、かかりつけ医のゲートキーパーとしての役割を強化するものであります。
2024 年以降、広く⾝近な⽀援としてのゲートキーパー活動を推進するため、近年の⾃
殺対策での重要領域を踏まえて、本テキストの「⼦ども編」「⼥性編」「勤労者編（オ
ンライン対応）」が策定されました。 

 

（ゲートキーパーの役割） 

ゲートキーパーの役割として、悩みを抱えている⼈の変化に気づいて（気づき）、温
かく声をかけ（声かけ）、本⼈の気持ちを尊重し、⽿を傾け（傾聴）、早めに専⾨家に
相談するように促し（つなぎ）、温かく寄り添いながら、その後も⾒守る（⾒守り）、
これらが重要とされています。 

精神医療・保健・福祉領域について、地域における⽀援は、⼀般的解決から専⾨性
の⾼い解決まで、専⾨性の強弱によって段階づけられる階層モデルとなっています。 

住⺠相互の相談は気軽な相談であり、ポランティアや⺠⽣委員、保健推進委員など
住⺠組織による活動は⽣活に根差した相談であり、必要により関係機関との連携が必
要となります。 

また、⾏政機関や各窓⼝の対応は、ある程度問題を整理して、必要であればより専
⾨性の⾼い機関と連携したり、制度を紹介したりすることが求められます。 

そして、医療保健福祉関係者や弁護⼠、司法書⼠などの専⾨性の⾼い機関では専⾨



 35 

的⽀援が求められます。それぞれの⽀援の次元が地域内に存在することが重要であ
り、それぞれの段階を設定しているフィルターが多いほど、地域のケアは充実してい
るといえ、住⺠の多様なニーズにもこたえられます。 

 

（医療従事者の担うゲートキーパーの重要性） 

医療従事者へのゲートキーパーの養成の教育により、⼼理的危機にある患者に対し
て、より⾝近な関わりやさまざまな接点でつながる⼈々からの⼼理社会的⽀援の提供
が可能となります。これは、地域の健康格差を⽣む⽀援へのアクセスの問題や⽀援の
質を向上させる⽅法諭の―つと⾔えます。 

⾃殺対策では「⼈が⼈を⽀える」という対⼈⽀援の基本原則は避けては通れませ
ん。そして、地域でゲートキーパーとして育成され、⽀援を担う⽅々こそまさに地域
の「宝」であります。ゲートキーパーがスキルアップすることにより、さまざまな対
策が広がります。 

地域でゲートキーパーを担う「宝」が存在し、教育を通して地域が育つことが⾃殺
対策の重要な根幹と考えられます。 

⾝近な⼀⼈ひとりの⼩さなゲートキーパーの⽀援が社会全体に広がっていくことを祈
っています。 
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